
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人鹿児島大学の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、

国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則に則り、本給月額1,078千円を支給している。

期末特別手当についても国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則に則り、本給月額に

地域手当及び広域異動手当を加えた額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に

100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の177.5を乗じて得た額に、基

準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の割合を乗じて得た額としてい

る。

なお、令和7年度においては、給与法指定職の改定に準じて次の改定を行った。

令和7年4月1日改正

・令和7年6月期以降の期末特別手当の支給割合を0.025月分引下げ

令和8年2月5日改正

・本給月額を引上げ（令和7年4月1日適用）

・令和7年12月期以降の期末特別手当の支給割合を0.05月分引上げ

（令和7年12月1日適用）

役員報酬支給基準は、法人の長と同様。月額については、国立大学法人鹿児島大

学役員報酬規則に則り、本給月額736千円、794千円、852千円に各手当を加算して支

給している。期末特別手当については法人の長と同様。

なお、令和7年度における改定内容は法人の長と同様。

役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価

の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、10/100の範囲内で増額し、又は減額す

ることができることとしている。

非常勤役員報酬支給基準は、月額としている。月額については、国立大学法人鹿児

島大学役員報酬規則の別定に則り、月額150千円としている。

役員報酬支給基準は、法人の長と同様。月額については、国立大学法人鹿児島大

学役員報酬規則に則り、本給月額736千円に各手当を加算して支給している。期末特

別手当については法人の長と同様。

なお、令和7年度における改定内容は法人の長と同様。

非常勤役員報酬支給基準は、月額としている。月額については、国立大学法人鹿児

島大学役員報酬規則の別定に則り、月額150千円としている。

国立大学法人鹿児島大学の主要業務は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するに当たって、国家

公務員、他の国立大学法人のうち、常勤職員数(当該法人約2,800人)や教育・研究事業で比較的同等と認め

られる、以下の法人等を参考とした。

（１）国立大学法人・・・同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施している同規模の総合大学。

公表資料によれば令和6年度の役員の年間報酬額は同等であり、公表対象

年度に支給される本俸額も同等と推定される。

（２）事務次官年間報酬額・・・23,235千円
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,406 12,936 5,470 0
（ ）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

13,557 9,528 4,029 0
（ ）

※

千円 千円 千円 千円

13,557 9,528 4,029 0
（ ）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

13,607 9,528 4,029 50
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

14,571 10,224 4,323 24
（通勤手当）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

15,442 8,796 4,229
1,407

984
24

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当）
3月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

1,800 1,800 0 0
（ ）

千円 千円 千円 千円

1,800 1,800 0 0
（ ）

千円 千円 千円 千円

12,567 8,832 3,735 0
（ ）

＊※

千円 千円 千円 千円

1,800 1,800 0 0
（ ）

注１：「地域手当」とは、国の機関、独立行政法人職員等から引き続き役員となった者が、その従前の期間、
法人等において、国家公務員の地域手当（相当するものを含む。）の支給を受けていた場合に、その
支給を役員就任後も一定期間保証するものである。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：総額、各内訳について、千円未満切捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

法人の長

A理事

B理事

F理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

E理事

D理事

C理事

A監事

D監事
（非常勤）

G理事
（非常勤）

前職
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

鹿児島大学は、「進取の精神」・「進取の気風」を基本理念の中核として掲げ、それ

を涵養する大学のあり方を明らかにするため、平成19年に鹿児島大学憲章を制定し、

「学問の多様性を堅持しつつ、自主自律と進取の精神を尊重し、地域とともに社会の

発展に貢献する総合大学」を目指している。特に教育においては、「高い倫理性と社

会性を備え、向上心を持って自ら困難に立ち向かい、国際社会で活躍しうる人材を

育成する」ことを掲げ学長のリーダーシップの下で推進している。そうした中で鹿児

島大学の学長は、職員数約2,800名の法人の代表として、その業務を総理するととも

に、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に

担っている。学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬

36,138千円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,235

千円と比べてもそれ以下となっている。鹿児島大学では、学長の報酬月額を法人化

移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の

職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言える。また、他

の同規模の地方総合大学の長の報酬水準と同水準となっている。こうした職務内容

の特性や他の国立大学法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えら

れる。

理事は学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはそ

の職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行うこととなっている。 理事の年間

報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬36,138千円と比較した場

合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額22,235千円と比べてもそれ以下と

なっている。また、他の同規模の地方総合大学の理事の報酬水準と同水準となって

いる。こうした職務内容の特性や他の国立大学法人との比較を踏まえると、報酬水準

は妥当であると考えられる。

監事は、国立大学法人の業務を監査することとなっている。監事の年間報酬額は、

人数規模が同規模である民間企業の役員報酬36,138千円と比較した場合、それ以

下であり、また、事務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。

また、他の同規模の地方総合大学の監事の報酬水準と同水準となっている。こうした

職務内容の特性や他の国立大学法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当である

と考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民

間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

非常勤理事の報酬水準は、上記理事の月額を勤務日数等を勘案し決定したも

のであり、報酬水準は妥当であると考えられる。

非常勤監事の報酬水準は、上記監事の月額を勤務日数等を勘案し決定したもの

であり、報酬水準は妥当であると考えられる。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

5,268
（42,803）

6
（30）

0
（10）

R7.3.31 1 ※

千円 年 月

1,916
（36,831）

6
（39）

0
（10）

R7.3.31 1 ※

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

注２：法人の長及び理事Aについては、役員在職期間を役員退職手当規則に適用させて算出し
た金額を記載するとともに、括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法
人での在職期間」欄の括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記
載した。

５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

法人での在職期間

判断理由
当該法人の長は、在職期間中（平成31年4月1日～ 令和7年3月31日）、南九州・南西諸島を

中心とした地域課題解決、入試・教育改革制度、研究力強化、大学経営の健全化に尽力する
など、本学の業務運営に大きく貢献した。当該学長の業績勘案率については、これらの担当業
務に対する貢献度と国立大学法人評価委員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘案し
た上で、経営協議会の議を経て「1.0」と決定した。

当該理事は、企画・社会連携担当（平成31年4月1日～ 令和7年3月31日)として、第４期中期
目標・中期計画策定、大学機関別認証評価対応、社会・産学連携対応に尽力するなど、本学
の業務運営に大きく貢献した。当該理事の業績勘案率については、これらの担当業務に対す
る貢献度と国立大学法人評価委員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、経
営協議会の議を経て「1.0」と決定した。

法人の長

理事A

法人の長

理事A

監事B
（非常勤）

理事B
（非常勤）

監事A

役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価

の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、10/100の範囲内で増額し、又は減額す

ることができることとしている。

在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当であると

考える。
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

当該法人職員の給与水準を検討するに当たって、他の国立大学法人等、国家公務員のほか、職種別民

間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別・職種別平均支給額を参考にした。

（１）国立大学法人・・・法人規模が同等の総合大学

（２）国家公務員 ・・・令和７年国家公務員給与等実態調査において、国家公務員のうち行政

職俸給表（一）の平均給与月額は414,480円となっており、全俸給表の平

均給与月額は424,979円となっている。

（３）職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の平均支給

額は次のようになっている。

企業規模500人以上、大学卒、事務・技術関係職種（時間外手当及び通勤手当差引後の額）

事務主任 40歳～44歳 ： 404,935円

事務係長 44歳～48歳 ： 460,475円

事務課長代理 48歳～52歳 ： 512,639円

事務課長 52歳～56歳 ： 654,034円

事務部長 52歳～56歳 ： 785,390円

企業規模500人以上、医療職種（時間外手当及び通勤手当差引後の額）

看護師 40歳～44歳 ： 359,228円

看護師長 52歳～56歳 ： 454,377円

総看護師長 52歳～56歳 ： 520,781円

限られた運営費交付金の範囲内で業務を行う必要があるため、組織の合理化・簡素化を行い、職員の抑

制を図る。

勤務評価の結果等を基礎資料とした勤務成績により、昇給、昇格及び勤勉手当（査定分）における支給割

合を決定している。

昇給 ・・・勤務評価の結果等を踏まえ、勤務成績が特に良好である場合、上位の号給に

昇給させることができる。

昇格 ・・・特に勤務成績が優秀で、かつ、昇格基準に達している場合、１級上位の級に

昇格させることができる。勤務成績不良等の場合には、下位の級に降格させる

ことができる。

勤勉手当・・・基準日（6月1日、12月1日）に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の

期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給割合を決定する。

国立大学法人鹿児島大学職員給与規則に則り、本給及び諸手当（管理職手当、初任給調整手当、扶養

手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、

産業医手当、主幹教諭手当、研究力向上手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、共

同研究等獲得手当、高度専門職手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直

手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当、看護職員等処遇改善手当、

冬季傭船業務従事手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び

教職調整額）としている。

期末手当は、期末手当基礎額（本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動

手当の月額の合計額）に、100分の127.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の

在職期間の割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当は、勤勉手当基礎額（本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合

計額）に、学長が別に定める基準に従って定める割合に基準日以前6月以内における職員の勤務期間の区

分に応じた割合を乗じて得た額としている。
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④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

1353 47.2 7,034 5,063 47 1,971
人 歳 千円 千円 千円 千円

399 43.6 5,938 4,303 65 1,635
人 歳 千円 千円 千円 千円

470 53.9 8,832 6,276 39 2,556
人 歳 千円 千円 千円 千円

264 45.3 6,099 4,452 37 1,647
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 44.8 7,700 5,555 0 2,145
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 39 5,895 4,299 0 1,596
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 43.6 7,651 5,597 71 2,054
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 36.9 6,413 4,727 35 1,686
人 歳 千円 千円 千円 千円

126 43.2 5,936 4,290 49 1,646

人 歳 千円 千円 千円 千円

316 46.8 8,249 6,075 34 2,174
人 歳 千円 千円 千円 千円

316 46.8 8,249 6,075 34 2,174

人員

教育職種
（附属高校教員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

常勤職員

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

海事職種

教育職種
（大学教員）

常勤職員
（年俸制）

区分

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

うち賞与

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：2,322人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：1,795人

うち所定内

海技職種

平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額

令和7年度においては、主に次の改定を行った。

令和7年4月1日改正

・一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定に準じて以下のとおり改定

一般職（一）8級相当職員の号給の大くくり化・昇給号給数の見直し

配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当を引上げ（段階的に実施）

通勤手当の支給限度額の引上げ

令和7年6月期以降の期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.025月分ずつ引下げ

令和7年10月1日改正

・高度専門職員に対して支給する高度専門職手当を新設

令和8年2月5日改正

・一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定に準じて以下のとおり改定

本給表水準を平均3.3％引上げ（令和7年4月1日適用）

初任給調整手当を引上げ（令和7年4月1日適用）

令和7年12月期以降の期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.025月分ずつ引上げ

（令和7年12月1日適用）

・公立学校教員の教職調整額の段階的引上げを踏まえ、超過勤務手当等の内払いとして教職調整額を新

設し、附属幼稚園教諭を除いて段階的に引上げ
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人 歳 千円 千円 千円 千円

86 47.2 4,793 3,749 52 1,044
人 歳 千円 千円 千円 千円

86 47.2 4,793 3,749 52 1,044

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 56.9 6,828 5,135 0 1,693
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 56.9 6,828 5,135 0 1,693

人 歳 千円 千円 千円 千円

33 63.4 3,481 2,917 65 564
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 63.4 3,411 2,855 68 556
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 63.2 4,174 3,524 34 650

人 歳 千円 千円 千円 千円

390 32.4 4,851 3,639 35 1,212
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 41.5 4,534 3,393 38 1,141
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 51.5 7,972 5,806 46 2,166
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

247 28.9 5,050 3,744 33 1,306
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 39.4 3,103 2,624 48 479
人 歳 千円 千円 千円 千円

71 31.8 4,844 3,588 36 1,256
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 53.3 2,670 2,590 35 80

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。

注２：常勤職員の技能・労務職種については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
ことから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。

注３：再雇用職員の教育職種（大学教員）については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
れのあることから、区分以外は記載せず、再雇用職員全体の数値からも除外している。

注４：非常勤職員の医療職種（病院医師）については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
れのあることから、区分以外は記載せず、再雇用職員全体の数値からも除外している。

注５：在外職員は該当者がないため省略した。
注６：以下の区分中の各職種は該当者がいないため省略した。

常勤職員 ・・・・・・・・・・・・医療職種（病院医師）
常勤職員（年俸制）・・・・・事務・技術、教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）
任期付職員 ・・・・・・・・・・事務・技術、教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）
任期付職員（年俸制）・・・事務・技術、教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）
再雇用職員 ・・・・・・・・・・医療職種（病院医師）

注７：「技能・労務職種」とは、実験助手、自動車運転手、ボイラー技士、調理師、園丁、洗濯員の業務を行う職種を示す。
注８：「海事職種」とは、船舶等の船長、機関長、航海士、機関士の業務を行う職種を示す。
注９：「海技職種」とは、船舶等の乗組員の業務を示す。
注１０：「教育職種（附属高校教員）」には、附属特別支援学校の教員を含む。
注１１：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園の教員を含む。
注１２：「特任職員」とは、学長が特に必要であると認める教育研究上の業務又は大学の運営に従事させるために雇用す

る職員を示す。
注１３：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注１４：「通勤手当等」は、通勤手当とテレワーク手当の合算

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

特任職種

教育職種
（大学教員）

再雇用職員

任期付職員
（年俸制）

特任職種

任期付職員

特任職員

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種
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③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：年齢20～23歳の該当者は１人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与
については表示していない。

注１：年齢32歳～35歳の該当者は３人であるため、当該個人に関する情報が特定される恐れのあることから、年間給与
額の第１・第３分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔年俸制適用者、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

9 55.3 9,956

27 54.5 7,912

38 51.6 6,744

161 46.4 6,018

72 42.2 5,514

92 32.2 4,547

（教育職種（大学教員））

平均
人 歳 千円

160 59.1 10,525

167 53.0 8,554

38 50.0 7,976

102 48.6 6,848

2 ― ―

1 ― ―

注：「助手」及び「教務職員」の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
ことから、平均年齢及び年間給与額は記載していない。

（医療職種（病院看護師））

平均
人 歳 千円

1 ― ―

6 54.3 7,434

35 52.1 6,535

70 47.5 6,358

152 42.3 5,745

注：「看護部長」の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均
年齢及び年間給与額は記載していない。

副看護部長 8,313～6,750

看護師長 7,975～4,759

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

看護部長 ―

助手 ―

教務職員 ―

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

准教授 9,577～7,457

講師 8,870～6,853

助教 8,164～6,075

千円

＜代表的職位＞

千円

＜代表的職位＞

教授 12,536～9,247

副看護師長 7,125～5,718

看護師 6,761～4,166

平均年齢

6,598～4,367

分布状況を示すグループ

千円

5,541～4,003

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

（最高～最低）

課長 9,349～6,546

部長 12,674～8,208

人員
年間給与額

＜代表的職位＞

主任

係員

係長 8,485～4,497

課長代理 7,375～4,789
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⑤

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.7 53.6 53.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.3 46.4 46.4

％ ％ ％

         最高～最低 56.0～42.1 55.8～42.3 54.7～42.2

％ ％ ％

55.0 54.8 54.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.0 45.2 45.1

％ ％ ％

         最高～最低 49.8～40.1 49.7～31.8 48.6～37.1

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

52.2 51.9 52.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 47.8 48.1 48.0

％ ％ ％

         最高～最低 56.0～43.7 55.9～43.8 55.9～43.8

％ ％ ％

54.9 54.7 54.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.1 45.3 45.2

％ ％ ％

         最高～最低 53.5～41.6 53.5～41.7 53.5～41.8

（医療職種（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.5 53.5 52.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.5 46.5 47.5

％ ％ ％

         最高～最低 49.8～46.0 48.4～44.9 48.6～46.1

％ ％ ％

54.9 54.7 54.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.1 45.3 45.2

％ ％ ％

         最高～最低 49.8～41.1 49.8～41.3 49.8～41.2

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

講ずる措置

・年齢・学歴勘案  ７９．９

・年齢勘案 ８０．６
・年齢・地域勘案  ９０．６

項目

給与水準の妥当性の
検証

内容

・年齢・地域・学歴勘案   ８９．９

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

引き続き、適切な給与水準の設定に努める。

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人  ９４．４

（法人の検証結果）

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 30.39％】
（国からの財政支出額 170億円、支出予算の総額 561億円：令和7年度予
算）

【累積欠損額 0円（令和6年度決算）】

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 36.17％】
（支出総額 60,221百万円、給与・報酬等支給総額 21,785百万円：令和6
年度決算）

【管理職の割合 9.02％（常勤職員399人中36人）】

【大学卒以上の高学歴の割合 76.19％（常勤職員399人中304人）】

【検証結果】
本学の給与水準は、国家公務員の給与水準を考慮したものであり、上記

の状況、指数の状況から適切であると考える。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与、他の国立大学法人の給与及び民間企業
の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定して
おり、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執ら
れていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきた
い。
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○医療職種（病院看護師）

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 83.7

（注）上記比較指標は、法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和7年度の

教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

４ モデル給与

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

講ずる措置
引き続き、適切な給与水準の設定に努める。

（法人の検証結果）

【管理職の割合 2.65％（常勤職員264人中7人）】

【大学卒以上の高学歴者の割合 44.31％（常勤職員264人中117人）】

その他については上記事務・技術職員と同様

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案 ９７．０
・年齢・地域勘案  １００．１
・年齢・学歴勘案  ９６．８
・年齢・地域・学歴勘案   ９９．８
（参考）対他法人  ９７．２

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与、他の国立大学法人の給与及び民間企業
の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定して
おり、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執ら
れていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきた
い。

（扶養親族がいない場合）

一般職

○22歳（大卒初任給、係員）

月額 232,000円 年間給与 3,473,156円

○35歳（大卒、主任）

月額 300,300円 年間給与 5,044,588円

○50歳（大卒、課長代理）

月額 384,200円 年間給与 6,541,770円

教育職

○27歳（博士修了初任給、助教）

月額 336,900円 年間給与 5,043,560円

○35歳（博士修了、助教）

月額 352,900円 年間給与 5,928,190円

○50歳（博士修了、准教授）

月額 470,100円 年間給与 8,004,390円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者：月額3,000円、子1人：月額

11,500円）を支給
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５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注２：「非常勤役職員等給与」及び「福利厚生費」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により
雇用される職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書「18
役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額及び法定福利費の合計額と一致しない。

注３：最広義人件費、各内訳について、千円未満切捨てのため、最広義人件費と各内訳の合計額は一致しない。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

区 分

給与、報酬等支給総額
14,610,262 14,584,812 15,088,250 15,384,860

退職手当支給額
1,199,687 966,056 1,266,241 1,062,059

注１：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
25,412,523 26,861,004 27,923,77325,393,081

3,112,083 3,180,209 3,248,992 3,404,380

非常勤役職員等給与
6,490,490 6,662,003 7,257,519 8,072,472

福利厚生費

給与、報酬等支給総額及び最広義人件費について

・「給与、報酬等支給総額」については、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給

与改定に準じた改定（本給表水準の引上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合の引上

げ等）により、前年度比1.96％の増となった。

・「非常勤役職員等給与」については、最低賃金の引上げを踏まえた時給引上げ等によ

り、前年度比11.22％の増となった。

・「最広義人件費」については、上記「給与、報酬等支給総額」の増額、「非常勤役職員

等給与」の増額、「退職手当支給額」の増額等により、前年度比3.95％の増となった。

特になし

勤務評価の結果等を基礎資料とした勤務成績により、昇給、昇格及び勤勉手当（査定

分）における支給割合を決定している。

昇給 ・・・勤務評価の結果等を踏まえ、勤務成績が特に良好である場合、

上位の号給に昇給させることができる。

昇格 ・・・特に勤務成績が優秀で、かつ、昇格基準に達している場合、１

級上位の級に昇格させることができる。勤務成績不良等の場合

には、下位の級に降格させることができる。

勤勉手当・・・基準日（6月1日、12月1日）に在職する職員に対し、基準日以前

6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給割

合を決定する。

教育職員（大学教員）の定年年齢は65歳である。事務・技術職員、医療職員（病院看護

師）、技能・労務職員、海事職員、海技職員、教育職員（附属高校教員）、教育職員（附

属義務教育学校教員）、医療職員（病院医療技術職員）については、令和5年4月1日に

定年年齢を60歳から65歳に引き上げた。定年年齢の引き上げに伴い、同職員について

は、60歳に達した管理監督職の職員は非管理監督職に降任する制度を設けているほか、

職員の本給について61歳に達する年度から7割水準とすることとした。
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